別添例示（第３条第１項関係）収　入
印　紙


[bookmark: _Hlk208231495]浄化槽保守点検・清掃委託等契約書
[bookmark: _Hlk208231479]（保守点検・清掃・法定検査一括継続契約書）

　浄化槽管理者（以下「甲」という。）、浄化槽保守点検業者（以下「乙」という。）及び浄化槽清掃業者（以下「丙」という。）は、甲が管理する浄化槽の保守点検・清掃及び浄化槽法に規定する検査（以下「法定検査」という。）について次の条項により契約を締結し、乙及び丙はこれを誠実に履行するものとする。

（契約の対象施設）
第１条　この契約により、乙が保守点検を、丙が清掃を行う浄化槽は次のとおりとする。
一　浄化槽の設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名称　　　　　　　　　　　　 ）
二　浄化槽の型式  　　　合併　　　　　　　　　　　　方式・メーカー　　　　　　　　　　　　
　三　浄化槽の規模  　　　         人槽　　　容量　         m3
　四　処理目標水質  　　　放流水ＢＯＤ　       mg/L 以下・ＢＯＤ除去率　       ％以上
（業務内容及び実施）
第２条　乙は、浄化槽法（以下「法」という。）第２条第３号に規定する浄化槽の保守点検について、環境省関係浄化槽法施行規則（以下「規則」という。）第２条に規定する技術上の基準に従い適正に実施するとともに、次の作業及び事務の代行を行うものとする。
　一　甲に対し、浄化槽の適正な使用方法について助言する。
　二　法第１０条の２第１項に規定する浄化槽の使用開始報告書を所管行政機関に提出する。
　三　法定検査の受検手続を行う。
　四　丙に対し、法第２条第４号に規定する浄化槽の清掃について、必要な指示を行う。
２　乙が保守点検を実施したときは、別に示す「浄化槽保守点検記録票」を２部作成し、１部を甲に交付するものとする。また、当該「浄化槽保守点検記録票」は、規則第５条８項及び９項の規定により、甲乙各自３年間保存するものとする。
３　丙は、法第２条第４号に規定する浄化槽の清掃について、規則第３条に規定する技術上の基準に従い適正に実施するとともに、清掃を実施したときは、別に示す「浄化槽清掃記録票」を２部作成し、１部を甲に交付するものとする。また、当該「浄化槽清掃記録票」は、規則第５条８項及び９項の規定により、甲丙各自３年間保存するものとする。
　（委託料）
[bookmark: _Hlk215649188]第３条　委託料は保守点検等委託料金内訳明細書のとおりとする。
２　前項に掲げるもののほか、主要部品の取替修繕又は天災その他による補修等の必要が生じたときの費用は、甲、乙及び丙が協議のうえ別途定める。
３　保守点検委託料の支払いは、契約締結時を原則とする。ただし、甲の申出により別に期日を定める場合は、この限りでない。
４　清掃委託料は作業終了の後、請求に基づき、甲が丙に支払うものとする。
５　天災又は甲の責に帰すべき事由によって生じた作業経費は、甲が乙又は丙に支払うものとする。
６　甲は、乙又は丙と協議した上、次のいずれかの□にレ印等を付した方法により法定検査手数料を支払うものとする。 
□ 乙の請求により、保守点検、清掃等の費用とあわせて一括で支払う方法
□ 法定検査業務終了後に、指定検査機関の請求により支払う方法 
（情報提供に対する同意）
第４条　甲は、法定検査の実施機関が、法定検査の結果を、浄化槽の適正な設置及び維持管理を図るために利用することを目的として、乙並びに県及び市町村の関係行政機関に提供することを承諾するものとする。
（損害賠償）
第５条　乙又は丙が行う作業上の行為により甲に損害を与えた場合は、乙又は丙は、甲に対しその損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由又は不可抗力による場合は、この限りでない。
（契約の解除）
第６条　甲は、乙又は丙が正当な理由が無くこの契約を履行しないとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
　一　乙が浄化槽法及び同法に関連する法令に違反し、浄化槽保守点検業の登録を取り消されたとき。
　二　丙が市町村の浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
２　契約を解除したときは、乙は、既に支払いを受けた料金の全部又は一部を返還するものとする。
（契約の期間）
第７条　この契約の期間は、       年    月    日から        年    月    日までとする。ただし、この契約期間満了の１ケ月前までに甲、乙及び丙から申出のないときは、さらに１年間継続するものとする。以後もこの例によるものとする。
（個人情報の取り扱い）
第８条　乙及び丙は、この契約書に記載された事項及び契約を履行する上で知り得た個人情報について乙及び丙における個人情報保護規定等を遵守し、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理をするものとする。
（協議事項）
第９条　契約書の内容に疑義が生じたとき又は契約書に定めのない事項に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は誠意をもって協議のうえ定めるものとする。

　契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、甲及び乙が各１通を保有し、丙は複製を保有する。

        年      月      日

　甲（浄化槽管理者）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　電　　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　乙（浄化槽保守点検業者）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞
　　　　　　　　　　　　 　（法人にあっては事業所名及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　電　　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

登録番号　        　第      号

　丙（浄化槽清掃業者）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞
　　　　　　　　　　　　　 （法人にあっては事業所名及び代表者氏名）
　　　　　　　　　　　　　　電　　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　許可番号　第      号 　　


保守点検等委託料金内訳明細書

　委託料金の内訳は、下記のとおりとする。
	甲から乙に支払う金額

	（１）保守点検費　         人槽　         円 ×    回 ＝            円（税抜き金額）

	甲から丙へ支払う金額

	（２）清掃作業費　（①又は②の金額）

　　　　　　　 ①          人槽　         円 ×    回 ＝            円（税抜き金額）

　　　　　　　 ②          m3単価            円（税抜き金額）

	甲から指定検査機関へ支払う金額

	（３）浄化槽の法定検査（法第11条）手数料
                             　　          　　　　　　　　　 円 ／ 回  （非課税）

	特記事項

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



※　保守点検は、法第１０条第１項及び規則第６条に基づき、浄化槽管理士を派遣して行う。
※　清掃は、法第１０条第１項に基づき年に１回、行うものとする。ただし、全ばっ気方式にあっては規則第７条に基づき、おおむね６ヶ月に１回以上とする。
※　法定検査に係る検査結果書及び検査手数料請求書は、第３条第６項で選択した方法により、指定検査機関又は乙から浄化槽管理者に送付するものとする。
※　保守点検費及び清掃作業費には別途消費税がかかります。

	本地域を所管する
千葉県知事指定検査機関
	住所　千葉市中央区中央港１－１３－１　千葉県ガス石油会館３階
名称　一般財団法人千葉県環境財団
電話　０４３－２４６－２０７９
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